
資料25　市町村別水洗化事業着手状況（平成15年３月末現在）

市 町 村 名 そ の 他

公共下水道 特環下水道 公共下水道 特環下水道

京 都 市 ◎（２） ◎（４） ◎（１４１）
福 知 山 市 ◎（１） ◎（１） ◎（８） ◎（１７３）
舞 鶴 市 ◎（２） ◎（３） ◎（６） ◎（３） ◎（６１２）
綾 部 市 ◎（２） ◎（８） ◎（１） ◎（６８５）
宇 治 市 ◎（１） ◎（１） ◎（１） ◎（４９５）
宮 津 市 ◎（１） ◎（１４６）
亀 岡 市 ◎（１） ◎（１） ◎（６） ◎（１） ◎（１２５）
城 陽 市 ◎（１） ◎（１１６）
向 日 市 ◎（１）
長 岡 京 市 ◎（１）
八 幡 市 ◎（１） ［◎２］
京 田 辺 市 ◎（１） ◎（３）
市 計
（京都市除く）

 （７） （９） （５） （３１） （３） （３）（２，３５２）

大 山 崎 町 ◎（１）
久 御 山 町 ◎（１） ［◎１］
井 手 町 ◎（１）
宇 治 田 原 町 ◎（１） ◎（１８０）
山 城 町 ◎（１） ◎（６）
木 津 町 ◎（１）
加 茂 町 ◎（１） ◎（１４７）
笠 置 町 ◎（９５）
和 束 町 ◎（１） ◎（１２４）
精 華 町 ◎（１）
南 山 城 村 ◎（１１７）
京 北 町 ◎（１） ◎（１） ◎（４６４）
美 山 町 ◎（５） ◎（６１１） ◎(2)「林」
園 部 町 ◎（１） ◎（２） ◎（６） ◎（１５）
八 木 町 ◎（１） ◎（１） ◎（２） ◎（４４）
丹 波 町 ◎（３） ◎（９） ◎（１９７）
日 吉 町 ◎（２） ◎（５） ◎（１８５）
瑞 穂 町 ◎（１） ◎（３） ◎（２０１）
和 知 町 ◎（４） ◎（５０６） ◎(1)「簡」◎(2)「林」

三 和 町 ◎（１） ◎（２） ◎（３２９） ◎(1)「簡」
夜 久 野 町 ◎（７） ◎（２４２）
大 江 町 ◎（１） ◎（４） ◎（１６９）
加 悦 町 ◎（１） ◎（１） ◎（２３）
岩 滝 町 ◎（１）
伊 根 町 ◎（３） ◎（４６）
野 田 川 町 ◎（１） ◎（３７）
峰 山 町 ◎（１） ◎（２１０）
大 宮 町 ［◎１］ ◎（２） ◎（１７３）
網 野 町 ◎（１） ◎（２２３）
丹 後 町 ◎（１） ◎（１） ◎（１） ◎（１１４）
弥 栄 町 ◎（３） ◎（４０）
久 美 浜 町 ◎（１） ◎（１） ◎（３５６）
町 村 計 （９） （２） （４） （１７） （５６） （４） 　（０）（４，８５４）
着 手 市 町 村
（ 箇 所 数 ）

１７（１８） ２（２） １１（１７） １６（２２） ２１（８７） ３（７） ３（３） ３４(７３４７) ３（６）

供用開始市町村
（ 箇 所 数 ）

１７（１８） ２（２） １１（１７） １６（２０） ２１（７１） ３（５） ３（３） ３４(７３４７) ３（６）

注１）　単独公共下水道の［　］の箇所は他市町の処理場へ流入するものである。
　２）　合併処理浄化槽は「合併処理浄化槽設置整備事業」の実施市町村（設置基数）である。
  ３）　その他の欄の「林」は林業集落排水事業、「簡」は山村振興等農林漁業特別対策事業を表す。
  ４）　毎々の事業箇所が複数の場合、１カ所でも供用されていれば◎の表示とした。

〔◎　供用、○　実施、（ ）は箇所数〕
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